
 

凡例 ○：必須、△：該当する場合のみ提出、★：下記注意事項参照 

 Ⅳ 登録申請書類  

 

１ 登録申請に必要な申請書及び添付書類 

 

 

 

 

 

番号 申請書及び添付書類 様式 
移動 

支援 

訪問入浴 

サービス 

日中一時 

支援 

（日中預 

かり型） 

日中一時 

支援 

（放課後 

対策型） 

生活 

サポート 

１ 

千葉市登録地域生活支援給付サ

ービス事業者の登録申請に係る

添付書類一覧 

― ○ ○ ○ ○ ○ 

２ 

千葉市登録地域生活支援給付サ

ービス事業者登録（更新）申請

書 

様式 

第１号 
○ ○ ○ ○ ○ 

３ 
居宅介護の指定（基準該当登録）

通知書（写し） 
（注６） △ 

 

 
  △ 

４ 
介護保険制度における訪問入浴

介護の指定通知書（写し） 
（注６）  ○    

５ 短期入所の指定通知書（写し） （注６） 
 

 
 △  

 

 

６ 

短期入所又は児童デイサービス

の指定（基準該当登録）通知書

（写し） 

（注６）    △  

７ 
移動支援事業所・生活サポート

事業所の登録に係る記載事項 
付表１ ○    ○ 

８ 

移動支援事業・生活サポート事

業を事業所所在地以外の場所で

一部実施する場合の記載事項 

＜該当する事務所がある場合＞ 

付表２ （△）    （△） 

９ 
訪問入浴サービス事業所の登録

に係る記載事項 
付表３  ○    

10 
日中一時支援事業所（日中預か

り型）の登録に係る記載事項 
付表４   ○   

11 
日中一時支援事業所（放課後対

策型）の登録に係る記載事項 
付表５    ○  

障害者自立支援課
スタンプ



 

番号 申請書及び添付書類 様式 
移動 

支援 

訪問入浴 

サービス 

日中一時 

支援 

（日中預 

かり型） 

日中一時 

支援 

（放課後 

対策型） 

生活 

サポート 

12 

申請者（法人）の定款、寄附行

為等、及びその登記事項証明書

（登記簿謄本）又は条例等 

（注６） ○ ○ ○ ○ ○ 

13 運営規程 ― ○ 
 

 
○ ○ ○ 

14 事業所の平面図 
参考 

様式１ 

★ 

（注１） 
 

★ 

（注２） 

★ 

（注３） 

★ 

（注１） 

15 事業所の外観及び内部の写真 ― 
★ 

（注１） 
 

★ 

（注２） 

★ 

（注３） 

★ 

（注１） 

16 居室面積等一覧表 
参考 

様式２ 
  

★ 

（注２） 

★ 

（注３） 
 

17 設備・備品等一覧表 
参考 

様式３ 

★ 

（注１） 
 

★ 

（注２） 

★ 

（注３） 

★ 

（注１） 

18 管理者経歴書 
参考 

様式４ 

★ 

（注１） 
 

★ 

（注２） 

★ 

（注３） 

★ 

（注１） 

19 サービス提供責任者経歴書 
参考 

様式５ 

★ 

（注１） 
   

★ 

（注１） 

20 
従業者等の勤務体制及び勤務形

態一覧表 

参考 

様式６ 
○  ○ ○ ○ 

21 組織体制図 
参考 

様式７ 

★ 

（注１） 
 

★ 

（注２） 

★ 

（注３） 

★ 

（注１） 

22 従業者全員の資格証等（写し） （注６） ○ ○ 
 

 
○ ○ 

23 

利用者又はその家族からの苦情

を解決するために講ずる措置の

概要 

参考 

様式８ 

★ 

（注１） 
 

★ 

（注２） 

★ 

（注３） 

★ 

（注１） 

24 
主たる対象者を特定する理由等

＜特定する場合のみ＞ 

参考 

様式９ 

（注７） 

△  △ △ △ 

25 

当該申請事業に係る資産状況

（貸借対照表・損益計算書、資

産（財産）目録、損害・火災保

険証書、土地・建物の賃貸借契

約書等の写し） 

（注６） 
★ 

（注１） 
 

★ 

（注２） 

★ 

（注３） 

★ 

（注１） 



 

番号 申請書及び添付書類 様式 
移動 

支援 

訪問入浴 

サービス 

日中一時 

支援 

（日中預 

かり型） 

日中一時 

支援 

（放課後 

対策型） 

生活 

サポート 

26 建築確認済証・検査済証（写し） （注６）   
★ 

（注２） 

★ 

（注３） 
 

27 

口座振替（送金）申請書 

＜千葉市において、障害福祉サ

ービス又は地域生活支援給付の

振込口座を登録していない場合

のみ＞ 

千葉市 

様式 
△ △ △ △ △ 

 

（注１）指定居宅介護事業者及び基準該当居宅介護事業者については、移動支援及び

生活サポートにおける、「★」の書類の提出が不要となります。 

 

（注２）指定短期入所事業者については、日中一時支援（日中預かり型）における、

「★」の書類の提出が不要となります。 

 

（注３）指定短期入所事業者、指定児童デイサービス事業者及び基準該当児童デイサ

ービス事業者については、日中一時支援（放課後対策型）における、「★」の

書類の提出が不要となります。 

 

（注４）注１～３に該当しない場合は、「★」の書類も提出が必要となります。 

 

（注５）一の申請で複数のサービスを申請する場合、重複する書類については、一部

のみの提出で構いません。 

 

（注６）各書類の写しについては、原本証明が必要です。原本証明とは、確実に原本

の写し（コピー）であることを証明していただくものです。下記の文言を参

考に、それぞれの写しに記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

（注７）主たる対象者を特定した場合の効果について 

   ①主たる対象者からサービス利用の申込みがあったときは、正当な理由がなけ

ればサービス提供を拒否できません（応諾義務があります。）。 

②主たる対象者以外の者からサービス利用の申込みがあったときは、正当な理

由としてサービス提供を拒否することができます（応諾義務はかかりませ

本書は原本と相違ないことを証する。 

平成○○年○月○日 

＊＊法人＊＊ 

理事長 ○○ ○○ 申請印（法人代表者印） 



ん。）。 

   ③主たる対象者以外の者からサービス利用の申込みがあった場合に、事業者は、

利用申込者に主たる対象者を定めている理由を説明した上で、サービス提供

を行うことが可能又は適当と認められるときには、サービス提供を行うこと

は差し支えありません。 

 

 




